
認定事業者に対する医療情報の提供

①受診等
医療機関等A

医療機関等B

医療機関等C

患者・国民

氏名 山田太郎
住所 東京都

：

氏名 _ _ _ _
住所 _ _ _

：

認定事業者B認定事業者A

匿名加工

本人は提供
拒否可能

×
個人情報

②通知

③提供停止の求め

⑤既に提供された情報の削除の求め ×

○最初の受診時に書面で行うことを基本。
（法施行前から通院している患者を含む）

○本人との関係に応じて、より丁寧な形で
通知を行うことは医療情報を提供する医
療機関等の判断。

○16歳未満又は16歳以上で判断能力を
有しない者の場合は、保護者等に対して
も通知。

○受診時に口頭を含め医療機関等の窓口で可能。

○その後もいつでも認定事業者で受付可能

○本人を識別可能な情報は可能な限り削除。

④情報提供

○通知後、医療情報の提供
停止を求めるために必要な期
間を置く。
（30日間を目安とする。）

○医療機関内での掲示、ホームページへ
の掲載等により、いつでも医療情報の
提供停止の求めが出来ること等を周知。

○ 次世代医療基盤法においては、医療機関等は、あらかじめ本人に通知し、本人が提供を拒否しない場合、認定事業者に

対して医療情報を提供することができる（医療機関等から認定事業者への医療情報の提供は任意）

○本人等からの問い合わせの窓口機能を確保。
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